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厚生省生活衛生局食品保健課長

(公財)ひかり協会の行う事業に対する協力について（依頼）

（財）ひかり協会の行う森永ひ素ミルク中毒被害者救済事業（以下「協会事
業」という。）についてはかねてより御配慮を煩わしているところであるが、
森永ひ素ミルク中毒被害者も３０歳代半ばに達し、親の高齢化、社会情勢の変
化等に伴い、協会事業は一層重要性を増していることにかんがみ、貴職におか
れましても、下記事項に留意の上、協会事業の推進に御協力をお願いする。

平成８年９月１９日衛食第２４０号前文
標記については、「三者会談確認書（昭和４８年１２月２３日）」に基

づき、「（財）ひかり協会の行う事業に対する協力について」（平成３年７
月８日衛食第９１号厚生省生活衛生局食品保健課長通知。以下「衛食第９
１号通知」という。）により御協力をお願いしているところであるが、森
永ひ素ミルク中毒被害者も４０歳代に達するとともに、福祉関係八法改正、
地域保健法の制定等に伴い、保健福祉分野における市町村の役割の重要性
が増大してきていること等にかんがみ、衛食第９１号通知の一部を下記の
とおり改正することとしたので、ご留意の上、協会事業への一層の御協力
をお願いする。

なお、本件については、大臣官房障害保健福祉部障害福祉課・精神保健
福祉課、健康政策局計画課、老人保健福祉局老人保健課と協議済みである
ことを念のため申し添える。

平成１６年７月３０日食安企発第0730001号前文
標記については、「三者会談確認書（昭和４８年１２月２３日）」に基

づき、「 (財 )ひかり協会の行う事業に対する協力について」（平成３年７
月８日衛食第９１号厚生省生活衛生局食品保健課長通知。以下「衛食第９
１号通知」という。）により御協力をお願いしているところですが、森永
ひ素ミルク中毒被害者も５０歳代に差し掛かるとともに、介護保険制度、
支援費制度、健康増進法の施行等に伴い、保健福祉分野における市町村の
役割の重要性が一層増大してきていること等にかんがみ、衛食第９１号通
知の一部を下記のとおり改正することとしましたので、御留意の上、協会
事業への一層の御協力をお願いします。

なお、本件については、健康局総務課保健指導室・地域保健室、職業安
定局高齢・障害者雇用対策部障害者雇用対策課、社会・援護局障害保健福
祉部障害福祉課・精神保健福祉課、老健局介護保険課・老人保健課と協議
済みであることを念のため申し添えます。



平成１８年１１月１５日食安企発第1115001号前文
標記については、「三者会談確認書（昭和４８年１２月２３日）」に基

づき、「 (財 )ひかり協会の行う事業に対する協力について」（平成３年７
月８日衛食第９１号厚生省生活衛生局食品保健課長通知。以下「衛食第９
１号通知」という。）により御協力をお願いしているところですが、森永
ひ素ミルク中毒被害者も５０歳代に差し掛かるとともに、障害者自立支援
法の施行等に伴い、保健福祉分野における市町村の役割の重要性が一層増
大してきていること等にかんがみ、衛食第９１号通知の一部を下記のとお
り改正することとしましたので、御留意の上、ひかり協会事業への一層の
御協力をお願いします。

なお、本件については、社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課と協議
済みであることを念のため申し添えます。

平成２１年４月１日食安企発第0401001号前文
標記については、「三者会談確認書（昭和４８年１２月２３日）」に基

づき、「 (財 )ひかり協会の行う事業に対する協力について」（平成３年７
月８日衛食第９１号厚生省生活衛生局食品保健課長通知。以下「衛食第９
１号通知」という。）により御協力をお願いしているところですが、森永
ひ素ミルク中毒被害者も５０歳代半ばに差し掛かるとともに、健康増進法
（平成１４年法律第１０３号）に基づくがん検診等の健康増進事業の実施、
高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）に基づく特
定健康診査及び特定保健指導、障害者自立支援法（平成１７年法律第１２
３号）の施行等に伴い、保健福祉分野における市町村（国民健康保険関係
部署を含む。以下「市町村」という。）の役割の重要性が一層増大してき
ていること等にかんがみ、衛食第９１号通知の一部を下記のとおり改正す
ることとしましたので、御留意の上、協会事業への一層の御協力をお願い
します。

なお、本件については、健康局総務課がん対策推進室、生活習慣病対策
室及び疾病対策課肝炎対策推進室、社会・援護局障害保健福祉部障害福祉
課、老健局老人保健課並びに保険局総務課医療費適正化対策推進室及び国
民健康保険課と協議済みであることを念のため申し添えます。

平成２５年２月２７日食安企発0227第 1号前文
標記については、「三者会談確認書（昭和４８年１２月２３日）」に基

づき、「 (財 )ひかり協会の行う事業に対する協力について」（平成３年７
月８日衛食第９１号厚生省生活衛生局食品保健課長通知。以下「衛食第９
１号通知」という。）により御協力をお願いしているところですが、今後、
森永ひ素ミルク中毒被害者も６０歳代を迎え、従来から御協力いただいて
きた障害福祉のみならず、高齢福祉の分野での取組が重要となってきたこ
と等にかんがみ、本通知の一部を下記のとおり改正することとしましたの
で、御留意の上、協会事業への一層の御協力をお願いします。

なお、本件については、健康局がん対策健康増進課及び疾病対策課肝
炎対策推進室、社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課、老健局高齢者支
援課、振興課及び老人保健課並びに保険局総務課医療費適正化対策推進室
及び国民健康保険課と協議済みであることを念のため申し添えます。

記

１ （公財）ひかり協会現地事務所から現在障害のある森永ひ素ミルク中毒被
害者対策対象者名簿の提出があったときは、当該名簿に記載された者につい
て、個人情報の保護に留意するとともに、関係主管部局等と緊密な連携の下、
障害のある被害者等が適切な保健福祉サービス等を受けられるよう配慮を願
いたいこと。



２ 当該名簿の保管管理は、適切な保健指導等を実施するうえにおいて、保健
所が行うことが望ましいと考えるが、関係主管部局等と緊密な連携を図り、
当該名簿の保管管理及びその活用について調整を願いたいこと。また、市町
村に対し、当該市町村に居住する者（個人情報の取扱について問題の無いも
のに限る。）に係る当該名簿の写しを交付していただきたいこと。

３ 障害のある被害者等の救済は、森永ひ素ミルク中毒事件関係担当窓口課の
みならず、医療、保健、障害福祉、高齢福祉及び雇用対策等の都道府県関係
主管部局、都道府県労働局、市町村並びに保健所等極めて広範囲の行政機関
に関係しているので、（公財）ひかり協会及び関係行政機関と十分な連絡調
整が図られるよう配慮を願いたいこと。

４ ３の連絡調整については、健康増進法に基づくがん検診等の健康増進事業
の実施、高齢者の医療の確保に関する法律に基づく特定健康診査及び特定保
健指導、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平
成１７年法律第１２３号）の施行等に伴い、保健福祉分野における市町村役
割の重要性が一層増大してきていること等にかんがみ、市町村において（公
財）ひかり協会及び協会事業について理解が得られるよう周知を図るととも
に、協会から要請がある場合には市町村と十分な連絡調整が図れるよう配慮
を願いたいこと。



（参考１）
森 永 ひ 素 ミ ル ク 中 毒 被 害 者 対 策

（厚生労働本省） （公財）ひかり協会）

森永ひ素ミルク中毒被害者対策に関する省内連絡会議
関 係 主 管 課

保健所関係
精神保健福祉関係 協力 食品安全部 連 絡 調 整
障害福祉関係 企画情報課 協 会 本 部
健康増進関係 依頼
介護保険関係
医療保険関係
雇用対策関係
そ の 他

（通知） 協力依頼 協力依頼 （通知）
森永ひ素ミルク中毒被害 確認調整
者対策対象者名
簿送付

（地方支分部局） 連絡調整

都 道 府 県 労 働 局
（ 都 道 府 県 ）

公共職業安定所
労働基準監督署 関係主管課 連 絡 調 整

保健所関係 森永ミルク
精神保健福祉関係 中 毒 関 係 森永ひ素ミルク中毒被害
障害福祉関係 協力 担当窓口課 者対策対象者名簿提出 協会地区センター
健康増進関係 事務所
医療保険関係 依頼
介護保険関係
その他

森永ひ素ミルク中
毒被害者対策対象

森永ひ素ミルク中毒被害者 者名簿作成
対策対象者名簿送付

周 そ 福 精 保 連 絡 調 整
知 祉 神 健
・ の 事 保 所 保健福祉労働サービス等
連 務 健 周 確 情
絡 他 所 福 知 認 報
調 祉 ・ 調 収
整 セ 連 連 整 集

ン 絡 絡
タ 調 調
｜ 整 整 保健福祉サービス等

就労指導等 「森永ミルク中毒被
害者対策対象者名簿
（写）」の送付等 （障害のある）被害者

保健福祉サービ
ス等

（ 市 町 村 ）
関係主管課

障害福祉関係 協力
健康増進関係 担当窓口課
介護保険関係 依頼 連絡調整
医療保険関係
その他



（参考２）

（公財）ひかり協会が障害のある被害者等に対する保健福祉労働サービスとして要望し

ている事項

１ 保健所に対する要望

① 保健師、精神保健福祉相談員、栄養士、歯科衛生士等による定期・随時の訪問指

導等

② デイケア、健康教室、患者会、家族会の紹介等の情報提供と利用支援

２ 福祉事務所に対する要望

① ケースワーカーによる定期・随時の訪問等

３ 公共職業安定所に対する要望

① 職業相談

② 職業訓練

③ 職業紹介

④ 職業指導

４ 市町村に対する要望

① 保健師、精神保健福祉相談員、栄養士、歯科衛生士等による定期・随時の訪問指

導等

② 健康増進法に基づく保健事業やがん検診に関する情報提供等

③ 特定健康診査・特定保健指導に関する情報提供等

④ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び介護保険法・

老人福祉法によるホームヘルプサービス・デイサービス・ショートステイ等の情報

提供と利用支援

⑤ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による訓練施設の

通所などの利用支援

⑥ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び介護保険法・

老人福祉法による施設・グループホーム等の紹介と利用支援等

５ １から４の関係機関に対する共通要望

① 保健所や福祉事務所、公共職業安定所、市町村、主治医、相談支援事業者、居宅

介護支援事業者等との連絡調整による支援ネットワークづくり

② 関係機関による連絡調整会議の開催、参加等



（参考３）

（(公財)ひかり協会調べ）

図　ひかり手当受給者の障害・症状別の状況（２０１２年３月現在）

　森永ひ素ミルク中毒被害者のうち障害のある被害者には、(公財)ひかり協会から生
活援助の手当を支給しているが、この手当の支給対象者の障害の内容は下図のとおり
である。
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